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第 1 原告 ら以外の陳述書等

1 陳述書

原告 ら訴訟代理人は、氏名 に関す る人格的利益が重要 な法的利益で

あること、夫婦の氏について夫婦間で自由かつ紺等な議論が できて い

ないこと等を裏付けるため、原告 ら以外か らも広 く陳述書を募集 した。

その結果、 900通 を超 える意見が集まった (甲 Cl～ 甲 C5)。

いかに多 くの人が本件各規定によつて様 々な困難に直面 してお り、

濃択的夫婦別氏制度を求めているか、その真摯な声を裁判所 におい て

も受け止 め、憲法判断に取 り入れ る必要がある。

2 選 択 的 夫婦 別氏制度 に関す るウ ェブサ イ トに寄せ られ た コメ ン ト

また、選択的夫婦別氏制度 の実現 を支援 してい る団体 等 の ウェブ サ

イ トに も多数 の コメン トが寄せ られてい る (甲 A388、 甲A389、

甲A390)。 かかるコメ ン トか らも本件 各規 定 に よつて 困難 に直 面

してい る状況が うかがわれ るため、本書 面にて適宜紹 介す る。

3 選 択 的 夫婦 別 氏制度 に関す る論 文等 に引用 され て い る声

さらに、 これ までも事実婚 当事者 に対す るイ ンタ ビュー調 査 (甲 A

391)や 、濃択的夫婦別氏制度 に 関す るイ ンタ ビュー調査 (甲 A3

92)が 行 われてお り、そ こで も一 般 の声 が紹介 されて い る (甲 A3

92の 前 提 とな るイ ンターネ ッ ト上 で の ア ンケー ト調 査 結 果 は 甲 A

296を 参照。)。

こ うした調査結果 によつ て明 らかに された一 般 の状 況 につ いて も、

本 書面 にて適宜紹介す る。
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第 2 陳述書等の内容

陳述書、選択的夫婦別氏制度に関するウェブサイ トに寄せ られた コメ

ン ト及び論文等に引用 されている声 (以 下「陳述書等」とい う。)は 、合

計で 1500を 超える。 これ らの内容か ら、①近年 に限 られず、何 十年

も前より、②都市部に限 られず、日本企国各地で、また海外在住 の方 も、

③ これか ら婚姻 を考える若い年代 に限られず、 50代 。60代 ・ 70代

以上の人々も、④女性に限 られず、男性 も、⑤専門的な仕事 を してい る

人に限 られず、専門的な仕事を していない人や、仕事 を有 していない人

も、選択的夫婦別氏制度の実現を切実に求めているこ とが明 らか となっ

た。

これ らの、何十年にも及ぶ、日本全国と世界か らの、全世代にわた る、

男女を問わない、仕事 も問わない、沢 山の切実な声 に、裁判所 はぜ ひ耳

を傾 けてほ しい。

そこで、陳述書等 を証拠 として提 出す ると共 に、以下にその一部 を、

①改氏により人格権侵害が生 じていること、②現行の夫婦同氏制度 は配

偶者間に二重の不平等を強いるものであること、③夫婦同氏でなけれ ば

家族の一体感が得 られない とい うことはないこと、とい う3つ の側 面か

ら、整理 して紹介する。

1 改氏によ り人格権侵害が生 じていること

佃)概 要

自己の氏名は、自己のアイデンティティの根幹であ り、個人の尊厳

の基礎 をなす ものである。陳述書等 においては、国家が個人 に改氏 を

強制す ることは、出身地や老若男女 を問わず、人格権の侵害で ある と

述べ られている。
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(2)陳 述書等の抜粋

ア 香川県丸亀市の男性 (甲 C2・ 陳述書 085)は 、自身が改氏 した

ことに関 して、「夫婦同氏強制制度 が、個人の尊厳 と幸福追求権 をいか

に深 く侵害するかについて、 自身 の経験 を通 して訴えたい」 として、

以下のように述べている。

「長年当然のように私 自身を表 してきた姓を、自分の意思に反 して

手放 さなければならなかったあの時の喪失感 と、不本意なが らも受 け

入れ ざるを得 ない状況へ の無力感 は、今で も鮮 明に心 に残 つていま

す。」

「日常生活や社会活動のあらゆる場面で、旧姓が全 く使 えない、あ

るいは使 えて も極 めて限定的であるとい う厳 しい現実 に直面 しま し

た。役所での各種手続き、銀行での新規 口座開設や重要な契約、病院

の受付、子 どもの保育園や学校関連 の書類提出な ど、公的 あるい はそ

れに準ず る場面では、必ず法律上の新 しい姓を使わなけれ ばな りませ

ん。その度に、自分が本来の 自分ではない、まるで『偽名』を使 つて

いるかのような、あるいは自分の一部を隠 しているかのよ うな感 覚 に

陥 り、精神的な負担を感 じていま した。自分が長年培 ってきた社会的

な信用や個人 としての繋が りが、法的な氏名変更によつて分断 されて

しま うかのようで した。」

「旧姓併記は、不便 さを解消す るどころか、む しろ私 の自己肯定感

を著 しく低下させ る要因 とな りま した。なぜなら、これ らの公的書類

に併記 され る旧姓は、あくまで戸籍上の氏名の『補足情報』 とい う扱

いで、多 くの場合、現行の法律上 の姓の横 にカ ッコ ( )書 きで小 さく

添えられているだけだか らです。これは、『 あなたの本当の、法律 上の

姓はこつち (カ ッコの外にある現在の姓 )で あつて、カ ッコの中にあ

る旧姓はあくまで過去の、あるいは便宜上の便宜的な名前で しか ない』
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と、公 的な場で常に突 きつ け られてい るか の よ うに感 じ られ ます。 自

分のアイデ ンテ ィテ ィの根幹であ るはず の姓が 、カ ッコの 中に入 れ ら

れ、付 lた冶情報 として扱 われ る屈辱感 は、言葉で は言い表 し難 い もので

す。J

「さ らに、この旧姓併記 が されてい る公的書類 を、例 えば病 院 の 受

付や 自治体の窓 口な ど、全 く知 らない初 対面の第二者 に提 示す るたび

に、私 が結婚 によつて姓 を変 えた とい う、通常 は他人 に知 られ る必 要

のない非常に個人的な情報 を、無尽蔵 に、そ して強制 的に披 露 させ ら

れ るこ とにな ります 。 これ は、プ ライバ シー の侵 害 に他 な りませ ん。

なぜ 、見ず知 らずの人 に、私 の個 人的な婚姻や 改姓の履歴 を、書 類 を

渡す たび に開示 しなけれ ばな らないので しょ うか。そ の度 に感 じる不

快感 、自分のプライベー トな領域 に土足 で踏み 込 まれ るか の よ うな感

覚は、精神的な苦痛 を伴 います。」

「私 は男性 として改姓 を経験 しま したが 、この よ うな改姓 に よる尊

厳 の傷つ き、アイデ ンテ ィテ ィの揺 らぎ、そ して 旧姓併記 が もた らす

屈辱感や プライバ シー の侵 害 とい った苦痛 は、決 して私一人 の特 別 な

経験で はない と確信 しています。J

「私 たちが、そ して多 くの国民が求 めてい るのは、この よ うな場 当

た り的で不十分 な措置 (原 告 ら代 理人注 :通称使 用や 旧姓 併 記 )で は

な く、夫婦がそれぞれ の姓 を名乗 り続 ける ことを法的に認 め る、抜本

的な改革である選択的夫婦別姓制 度 の実現です。 これ に よ り、私 た ち

夫婦の よ うに姓 を変 えた くない と願 う人 々が、不本意 な改姓 を強 い ら

れた り、事実婚 とい う不安定な状態 を選択せ ざる を得 なかつた り、 あ

るいは改姓 による屈辱や不
jk感
を味わった りす ることな く、個 人 と し

て の尊厳 を保 った ま ま安 心 して法律 婚 を選 択 で き る よ うに な るので

す。」
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「私のこの陳述が、裁判所において、姓を強制 されることの現実 の

痛みや、現行制度やその補完措置がいかに不十分で個人の尊厳 を傷つ

けるものであるかをご理解いただ く―助 とな り、選択 的夫婦別姓制度

の早期実現につながることを心か ら願つてお ります。」

イ 奈良県奈良市の 20代 女性 (甲 Cl・ 陳述書 048)は 、氏名 は 自

己のアイデンティテ ィであ り、「私 の尊厳」である として、以下 のよ う

に述べている。

「私は生まれてか らずっと『鳥井』とい う姓 を名乗 つてきま した。

音の響きや珍 しさか ら覚 えて もらいやす く、 あだ名 にもなるな ど、

私はこの姓に誇 りと愛着 を持 つていま した。 自分 に とつて『 鳥井』

とい う名前は、ただの記号ではな く、自分 自身を形作る大切な一部、

アイデンティティそのもので した。」

「(原告 ら代理人注 :パー トナーの両親か らは)『 姓なんてただ の音

だ』、『 プ ロポーズ を受 けた 時点で アイデ ンテ ィテ ィは捨 てた の で

は ?』、夫が苗字を変 えると『 犯罪者の家系に見える』など、心 に深 く

傷を負 う言葉 を浴びせ られま した。」

「ご両親が特別悪意のある人たちだ とは思つていませ ん。む しろ普

段はとても穏やかで優 しい方々です。けれ ども、 これが 日本社 会 にお

いて未だに『 常識』とされている現実なのだ と痛感 しま した。そ して、

その『 常識』に従わなかった私は『 わがままな女』 と見なされ 、夫 と

の関係 も一時的にぎくしやくしま した。これ まで築いてきた信 頼関係

が崩れたように感 じ、 とても悲 しかったです。」

「自分の名前でいたい、それが どうして『 わがまま』 とされ るので

しょうか ?名 前は私の人格の一部です。なのにその人格 の一部 を捨て

なければ『結婚できない』制度は、私にとつて明 らかな人権 の侵害だ

と感 じます。」
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「結婚か ら 1年以上経 った今で も、新 しい姓 で呼 ばれて も 自分 の こ

とだ と認識 できず 、返事が遅れた り、 心の どこか に違和感 を抱 えた ま

ま過 ご しています。 自分ではない誰 かの名 前 で生 きてい るよ うで 、 呼

ばれ るたびに心が痛みます。」

「私 の名前は、私 の人生であ り、私 の尊厳 です 。」

ウ 大分県大分市の男性 (甲 C2・ 陳述 書 063)は 、婚姻 にあた つて

自身 が改氏 したが、 自分 の親 に反対 され、婚 姻 をす るの に多大 な心 労

がかかった とし、以下の よ うに述 べてい る。

「仕事では引き続 き旧姓使用 を しています が 、 さま ざま な場 面 で戸

籍姓 を使 わ ざるを得 ない場面があ り、そのたび に も う使 えな くなつ た

旧姓 に とて も悲 しさを覚 えます。」

「また親 の悲 しみ を思い、また悲 しくな ります。 結婚 とは 2人 で力

を合 わせ て ともに生 きてい くとい うこ とだ と私 は思 つてい ます が 、一

方 だ けが改姓の苦 しみ を甘受す る ことは、果 た してその結婚 に必要 な

ことなのか、 とて も疑 間に思います。 旧姓 の法制 度化 について はそれ

がいかなる制度 か よ くわか らない が、私は 自分 の名前 (苗 字 と名 前 を

一体 として 自分の名 前 として認識 してい る)を カ ンコ書 きの 旧姓 に な

ぞ した くはあ りませ ん。結婚 にあた つて、両方改姓 しな くて も 良い選

択肢 を設 ける、素直でシンプル な制度 を求 めます。」

工  東京都 中野区の 30代 女性 (甲 Cl・ 陳述書 018)は 、妊娠 。出

産 とい う最 も幸せ な経験す ら、喪失感 を呼ぶ 悲 しい もの とな っ て い る

として、以下の よ うに述べ てい る。

「妊娠 と出産 は人生で最 も幸せ な経 験で したが 、病 院では『 OOさ

ん、お めで とうございます』 と新 しい姓 で何度 も呼 ばれま した。 幸せ

な思い出を振 り返 ろ うとす るたび に、そ の名 前 は本 来の私 で は ない の

だ とい う喪失感 が必ず込み上 げて きます。」
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「仕事では 旧姓 を使 用 してい ますが、仕 事で使 用 してい る名 前 と戸

籍名 が同一人物 であることを証 明 しなけれ ばな らない場面 もあ り、常

に旧姓併記 の在籍証 明書 を持 ち歩 き、窓 口で怪 訪 な顔 をされ な が ら面

倒 な説 明を しなけれ ばな らない こ とがあ ります 。」、「また、仕 事 で 目標

を追求す る自分 と、プ ライベ ー トで育児 に奮闘す る 自分は、頭 の 中で

は一貫 した価値観 と志 を持 って努力 して い るに もか かわ らず 、 そ の場

で使 う名前が違 うことで、 自分が 自分で ない よ うな混乱 した感 覚 に陥

ることがあ ります。」

「私 の『 名前』が、私 自身の選択 に よ らず分断 され た ことで 、 私 の

アイデ ンテ ィテ ィは深 く傷つ いてい ます 。 この経験 は、現行 制 度 が個

人の尊厳 をいかに軽視 してい るかを痛感 させ る ものです。選 択 的夫婦

別姓制度の実現 は、私 の よ うな人 々が経 験す る不利 益 を解 消 し、誰 も

が 自己を確 立 し、誇 りを持 って生 き られ る社 会 を次世代に繋 ぐた めの、

重要な一歩であると切 に願 います。」

オ  大阪市人尾市の 50代 女性 (甲 Cl・ 陳述書 O09)は 、「結 婚 の 届

けを役所に提出 した際、窓 日の方に『お めで と うございます』 と言 わ

れた とき、 自分の姓を奪われたことを感 じていた私 は悲 しみや 悔 しさ

の気持ちの方がまさつてお り、喜ぶ気持ちには到底 なれませんで した。」

と婚姻 当初の気持ちを述べ、「旧姓はあ くまで も通称名 としての扱 いで

あ り、パスポー トや運転免許証、税金面 など、公的に認め られ ない こ

とがあま りにも多 く、姓を括弧付きで併記す ることが認め られ る範 囲

が広げられても、 日常的な不便 さの若干 の解消 になっても、常 に『 に

せ もの』扱いされ る心をえぐられる感覚 はとて も解消 され る とは思 え

ません。」、「自分が何年 もかけて築いてきた人間関係や信用を姓 を変 え

ることで、正 しく認識 されない不利益や 、心の消耗 を結婚で ど うして

強い られなければな らないのか、いまだに理解 できません。女性 の多
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くが姓を変えることがあま りにも多 く、男性の多 くは実感 を伴 つた理

解が及ばない現実があります。 さま ざまなところで、意思決 定権 を持

つことが多い男性の理解が及 んでいない現実を変えるためにも、すべ

ての人が、別姓にす る必要はなく望む人だけが別姓 を選べ るよ うにす

ることは重要だ と考えます。」 と述べている。

力 神奈川県藤沢市の 60代男性 (甲 C2・ 陳述書 152)は 、民法 が

改正 されることを期待 して 1994(平 成 6)年 に事実婿 を したに も

かかわ らず、未だに実現 されていないこ とについて、以下の よ うに述

べている。

「戸籍のことを妻 と話 した際、『 あなた、変える ?』 と問われ、それ

まで妻の苗字を名乗 ることを想像 したこ ともな く、答えに窮 して しま

いま した。 どうや ら妻の名は、祖父 が苗字に合 う名前 とい うこ とを考

え命名 して くれたそ うで、そ うした ことか ら、個人の名前、苗 字 を含

めた名前は、その人個人の尊厳を守 る うえで とても重要な要素 なのだ

なと痛感 したのです。」、「子供ができた ときは、家庭裁判所 に申 し出て、

妻の子 となった子供 を私の戸籍に移す とい う手続きをしま した。 その

際、申出書を書いたのですが、そこには夫婦別姓の議論が され てお り

将来的には民法が改正 されるであろ うか ら、その暁には法律 上 の結婚

を予定 していることも記載 しま した。待つ こと何年 になるので しょ う

か。こんなに時間がかかるとは思 つてもいませんで した。」、「姓名 とい

うのは個人の尊厳の話だ と思います。 ど うして、それが選択 で きない

ので しょうか。甚だ疑間です。一刻 も早 く挫択 的夫婦別姓制度 が実現

されることを願います。」

キ 東京都文京 区の 60代 女性 (甲 Cl・ 陳述書 004)は 、「 1989

(平成元)年 当時、夫の姓を選択す るのが当然 とい う空気 の 中、 自分

が姓を変えました。」、「何よりもこたえたのは『 自分が消えてしまつた』
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『夫の姓を選んだのは自分、 自分で 自分 を消 して しまった』 との思い

に押 しつぶ されそ うになった事です。」、「私は、姓を変 えた こ とで、深

く深 く傷つけられま した。 とても後悔 していますが、当時はそ うす る

しかなかった。本望に悔 しい。 これか らの人に同じ思いは して欲 しく

ない。夫婦別姓選択権のある世界 の早期実現 を切望 しています。」と述

べている。

ク 北海道幕別町の 80代 男性 (甲 C2・ 陳述書 139)は 、娘 の考 え

を聞く中で、氏名に対する価値観が変わつた として、以下の よ うに述

べている。

「私が若い頃は、結婚の際に女性が男性 の姓に変えるのが『 当た り

前』のこととされてお り、疑 問に思 うこ とす らありませんで した。 そ

うした価値観の中で生きてきた私に とつて、夫婦が別の姓 を名 乗 るこ

となど、かつては想像 もしていませんで した」が、「娘か ら話 を聞いて

い く中で、私の中にあつた『 結婚 とは姓 を同じくす るもの』 とい う固

定観念が揺 らぎ始めま した。」

「娘は 自分の氏名で学位 を取得 し、資格 も取 り、今 は海外 出張 の多

い仕事をしています。 自分の築いてきたキャリアが『氏名』 とともに

あること、その氏名が変わることで仕事や生活 にどれほど支障 をきた

すか、私は初めて理解するよ うにな りま した。娘の話では、通称 と戸

籍上の名前が異なることで、国際的な場面では信用や手続 き上 の トラ

ブルが起きやす くなるそ うです。 これはただの『 不便』 とい うレベル

ではなく、個人の尊厳や人生に深 く関わ る問題 です。」

「この年齢になってようや く、『 結夕昏の際に姓 を変えるか ど うか を、

自分たちで選べ る』 ことの重要 さを、実感す るようにな りま した。選

択的夫婦別姓制度があれば、娘は堂々と自分の名前 を守 りなが ら、法

律婚をす ることができます。娘の幸せな結婚は、親 として当然 の願 い
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です。 その願 いが、時代遅れ の制度 によつて阻 まれ てい る現 実 を、私

は とて もつ らく感 じています。」

「私 は、子 を思 う親 の気持 ちは誰 に とつて も変 わ らない も のだ と思

っています。娘が 自分の意思 を尊重 され 、幸せ に生 き られ る社 会 で あ

つてほ しい。 そのためにも、選択的夫婦別姓制 度の導入が一 日で も早

く実現 され ることを、心か ら願 つてお ります。」

ケ 東京都墨 田区の 30代 女性 (甲 Cl・ 陳述 書 017)は 、 以 下 の よ

うに述べてい る。

「私 に とつて氏名 は、単な る記号で はな く、 自分 とい う存 在 の証 で

あ り、アイデ ンテ ィテ ィその ものです。 それ に もか かわ らず 、 結婚 に

よつて姓 の変更 を求 め られ る現行制 度 は、私 の人格 の一部 を手 放 す こ

とを当然 の よ うに要求 してきます。 た とえば転職や 、新 た な習 い事 を

始 めたい とい うよ うなよ り日常的な場面 、新 しく行 動 を起 こ したい シ

ー ンには必ず 、『 自分 の名前が使 えるだ ろ うか』とい う不安がつ きま と

います。長年積 み重ねてきた名前 の信用や 関係 性、思い出 さえ も、婚

姻 とい う制度 の前では軽 ん じ られ る。 これ は、単な る手続 き上 の不便

ではあ りませ ん。『 あなたの名前 ではないほ うが正 しい』と言 わ れ て い

るよ うな感 覚 に襲われ、私 の 自己肯 定感 や社会 的行 動 を著 しく抑制 し

ます。氏名 が人格権 の一部だ とい う考 え方が少 しで も認 め られ るな ら

ば、 こ うした不安 と心理的負 荷がい かに深刻 な人権侵 害で あ る か、 ご

理解 いただけるはずです。」

「現行制度 では、婚姻 と同時 に どち らか一方が姓 を失 うこ とが 当然

とされ 、その犠牲 をもつて婚 姻 が成 立 します。 この よ うな『 婚 姻 =名

前 の喪失』 とい う等式 は、婚 姻 にお ける平等 の理念 に明 らか に反 して

い る と感 じます。私は、『 誰 と家族 になるか』を選 ぶ とい う大切 な人 生

の決断 と引き換 えに、 自分 の名前 を手放 す ことが、 なぜ 当然 の よ うに
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求められるのか、納得がいきません。結婚は、 自分 の人生 をよ り豊か

にす るためのものであつて、 自分を削るような条件がついて くるべ き

ではないはずです。」

「私がこの制度に反対す るのは、単 に『 面倒だか ら』では あ りませ

ん。 これは、私 自身の存在、尊厳、人生の選択 に直結す る問題 です。

選択的夫婦別姓制度が導入 されれば、私は自分の名前を守 りなが ら、

家族を築 くことができます。家族 としての一体感 と、個人 としての尊

厳を、 どちらも大切にする社会にしたい。それは、個人の 自由や幸福

を真に保障す る社会の姿です。」

コ 東京都練馬区の 20代女性 (甲 Cl・ 陳述書 055)は 、「少 し珍 し

い苗字を持つています。学生時代にはその苗字 をも じつたあだ名 で親

しまれ、初対面の人 との会話 のきつかけにもな り、長年 とて も愛着 を

持つてきま した。そんな私が 1年前 にパー トナーか らプロポー ズを受

け、結婚を考えたとき、真つ先に『 この苗字 と離れた くない』 とい う

強い気持ちが沸き上が りま した。 しか し、周囲の反応は違 いま した。

パー トナーやその家族、そ して 自分の家族で さえ、私が苗字 を変 える

ことを “当た り前"の ものとして話を進 めていったのです。『 なぜ、私

が変える前提なのか ?』 と疑間に思い、ぶつけてみま したが、『 苗字 は

女性が変えるものとい う風習だか ら』、『 彼は長男だか ら』 と筋 の通 つ

た回答は誰か らも得 られませ んで した。それまで一個人 として尊重 さ

れていたはずの私が、結婚を機 に当然のようにOO家 の嫁 とい うレッ

テルを貼 られ所有物のように扱われ る。 自分の苗宇、つま り自分のル

ーツやアイデ ンティティを切 り離 され る。その違和感 と理不尽 さに、

私は深 く傷つきました。」とし、約 95%の 夫婦で女性が改氏 してい る

ことに関して、「私はその『 不均衡 さ』を、ま さに今 、当事者 と して経

験 しています。この 1年、何度 も涙 を流 しま した。『私が女性 じゃなか
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った ら』『 私が我慢 して済む こ とな ら』パー トナー と激 しく口論 にな る

こともあ りま した。 自分が大事 に してい た もの をこの手で捨 て な けれ

ば、愛す る人 と結 ばれ ない現 実 に、 心が 引き裂 かれ るよ うな思 い を し

ています。」と述べて、婚姻 に よつてアイデ ンテ ィテ ィで ある氏 を切 り

離 され る不合理 さを明確 に指摘 してい る。

サ 茨城 県つ くば市の 30代 女性 (甲 Cl・ 陳述書 020)は 、夫婦 同

氏制 は、氏 を変 える側 だけで はな く、氏 を変 えない側 も相 手 に 氏 を変

え させ た こ とについて心 を痛 めるこ とに なるとい う点で、夫 婦 双 方 に

負担 を強い るものであることを指 摘 し、 以下の よ うに述べ てい る。

「私 は、婚姻前の名前で特段 の資産 も仕 事での実績 も築い て は い ま

せ んで したが、 20年 以上呼 ばれ続 けて きた名 前 こそが 自分 の名 前 で

あ り自分 の人格 の一部である と感 じてい ま した。 日本では 、人 の名 前

を呼ぶ際 には氏 を使 うことが多い こ ともあ り、特 に氏が 自分 の名 前 で

あ ると認識 しています。 これ を変更す る こ とは、 自分が 自分 で な くな

るよ うな思いを伴 うものです 。周 囲 か らは、 よ り資産 のあ る方 や よ り

実績 を残 してい る方が改姓 を しない側 に なるべ きだ とい う意 見 を聞 く

こ ともあ ります。つま り、夫婦 の どち らか一方 が改姓 しな くて はな ら

ないな らば よ り何 かが劣 った方が改姓す べ きだ とい う意見 です。私 は、

アイデ ンテ ィテ ィと結びつい た氏名 を 自分 の氏名 と して使 え る こ とは

人権 であ り、資産や仕事の実績 に よつて その人 の人権 が制 限 され る と

い うのはおか しい と考 えます 。改姓 前の名前は、学校 で友 達 か らも ら

つた手紙 に書いてあつた名前 で あ り、シ ョンピングモール で親 とは ぐ

れた ときに迷子セ ンターで名 乗 つた名前 であ り、人生 の中で最 も多 く

書いてきた名前です。資産 とも社会 的地位 とも結びつかない けれ ども

大切 な思い 出 とともにあつた名前で あ りつづ けたい とい う希 望 は、誰

しも叶 え られ るべ きもの と思 います 。夫婦双方 が改姓 しない選 択肢 が
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あるな らば、上記 の よ うに資産や実績 を比べ両者 に優劣 をつ けて改姓

す る方 を決 めよ うな どとい う残酷 な ことを行 わ な くて も済 みます。」

「夫 は、私 が改姓 しなけれ ば な らなかつた ことに心 を痛 め てお り、

私 の戸籍上 の氏が夫 の氏 にな つてい る婿姻状態 を終 わ らせ る こ とに し

ま した。今度 は夫が改姓 して再婚 しま したが、今度 は私 が心 を痛 め る

番 にな りま した。夫 も可能 な場面 では旧姓使 用 を していますが、『 問題

の本質 は、 旧姓が使 えるか ど うかや それ が不便 か ど うかで は な く、 自

分の法律上 の本 当の名前 とされてい るものが 自分の名前だ と認 識 で き

ない圧倒 的な違和感 にある』 と言 つてい ます。私た ちは、現在 の法制

度が変 わ らない限 り、 どち らかがアイデ ンテ ィテ ィで ある名 前 を諦 め

なけれ ば婿姻 を継続 できませ ん。氏 と名 か らな る名 前 は、 自分 が 自分

であることを示す ものです。 日本人 同士 の結婚 にお いて例 外 な く夫婦

のいずれかに改姓 を強制 させ る法律 は、人権侵 害で あ り、男 女 差別 を

温存す るものである と感 じています。」

シ  ニ重県 四 日市市の 60代 女性 (甲 Cl・ 陳述書 024)は 、「山 田京

子です と名乗 るたび に、今 まで生 きてきた服部京子 として の 自分 が こ

の世か ら消 えて行 くよ うな恐 ろ しさに駆 られた。これ はまず い !そ うい

う状況 を体験 して初 めて身 に降 りか か った ことの大 き さを体感 した。

それ はま さに痛み を伴 うものだ つた。我 が身 を苛む痛み、苦 しみ。 そ

れ をひ しひ しと感 じて初 めて、失 つてみ て初 めて、 自分 の名 前 とい う

のは人権 なのだ、 と腑 に落 ちた。 それ まで、人権 とい う言 葉 は知 って

いた け ど人権 とは何 か とい う実感 を持つ ことは無か つたの だ けれ ど、

これが人権 とい うこ とか !と 身 を もつて感 じた のだ。」として 、改 氏 を

契機 にそれが人権で あるこ とを痛 感 した 旨述べ てい る。

また、健康保険証 が戸籍名 である こ とに関 して、「病院で は 山 田京 子

さん。 これ は違和感 で本 当に辛 い。 や は り自分 のアイデ ンテ ィテ ィを
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否定 され る気持 ちになる。昔別姓 の会で、 ある会員 は保 険証 の名 前 が

嫌で、具合 が悪 くてもなるべ く病院 に行 かない よ うに して い る と言 つ

ていた人がいた。気持 ちは よ く分か る。 しか しことは健康 や命 に関わ

るこ とだ。嫌 な ら行かなけれ ば良い とい うわけにはいかない。 こん な

当た り前の こと、安心 して病 院 にか か る とい うよ うな ことさえ 、別 姓

を望む ものには与 え られてい ないのだ。他 にも何か書類 に記 載 した り

登録す る度 に、 自分の本来 の服部京 子 を使 えるのか、また は戸 籍名 で

なけれ ばい けないのか、し` ちいち確 認 し、その後 も確認 し続 け な けれ

ばな らない。戸籍名 で登録 した もの を見 る度 に嫌 な思いを し続 け る。

こんな思いで 日々を過 ご して い る者 が居 ることを ど うか分 か っ て欲 し

い。自分 の名前で生きる とい う当然 の権利 、人権 を認 めて欲 しい。」と

述べ てい る。

ス 広 島県広 島市の 60代 女性 (甲 Cl・ 陳述書 049)は 、「毎 日朝 に

夕に、名前 を呼ばれ、返事 し、す る度 に、あるい は、名前 な ど関係 ない作

業 を していて も、姓の ことが頭 を占める よ うにな りま した。 そ して名

前は一つ、『 恩地いづみ』にしたい と強 く思 うよ うにな りま した。」、
「そ

して婚姻届を出して 7年後にペーパー離婚 を し『 恩地いづみ』 を旧姓

ではない戸籍姓に戻 しました。」、「事実女昏になってか らは、名前 は一つ

です。胸 を張つて 自分の名前 を使 うことができ、ス トレスはな くな り

ま した。名前を使 う上で困ることはあ りません。頭 にずつ と名 前 に関

す るモヤモヤを抱えないで生活できるよ うにな りま した。」、「老病死 と

い う人生の苦 しい山に夫婦一緒 に向かお うと結婚 を決意す るのに、今

は 2人の うち 1人が名前を失 う封価 を払わない と婚姻 を届 ける ことを

否定 されます。家族を成 し、 こどもを育て、できることな ら共 に老い

ていきたい と結婚 を考えるこ とは、二人の うちの一人の結婚改姓 と交

換に しかできないことなので しようか。姓 を譲 り結婚改姓 した 2人 の
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うち一方が、単記で きる『 本 名』 と して の戸籍姓で はな く、 ま た戸籍

姓 と全 く同 じよ うに使 えるか ど うかに疑 問符がつ く『 通称 』、い わば二

級 の姓 を使 えるところでだ け使 えれ ば、それで解決す るので しょ うか。

そ うではない と思います。事 実婚 は婚姻 カ ップル の家族 を保 護 す る と

い う国家 としての責任 を放棄 してい ます し、通称使 用 はそれ を求 め る

人 に とつては便利 な方法で しょ うけれ ど、改姓 を希 望 しない 2人 には

解決 にはな りません。」 と述べてい る。

セ  兵庫県神戸市の 60代 女性 (甲 C5。 陳述 書 899)は 、 仕 事上 通

称使用 をす ることはできた ものの、「決 して十分で はあ りませ んで した 。

仕事上 も、常に本名 (戸籍名 )が 必要 となる場面 に晒 され、『 石 橋 伸子』

は通称 に しか過 ぎない、括弧 書 きの 中に書かれ るべ き もので あ る、 と

社会か ら言われ続 けてきま した。 それ はマイク ロア グ レッシ ョンに他

な らず、その積 み重ねは、私 の心 を凹ませ続 けてきま した。 氏 名 は人

格 の表象 であ り、 自分が本名 と思 うもの を堂々 と名 乗 るこ とが で きな

い ことが続 くこ とは、堂々 と社会 に 自分 を出せ ない とい うこ と とイ コ

ールであ り、それが長年続 きます と、人 として の誇 りは棄 損 され 、個

人 の尊厳 は脅か され る とい うのが実感 です。個 人の尊厳、 とい うと大

げ さと思われ る方 もあるで しょ うが 、 自分 の本名 を名乗れ ない と仮 定

してみて くだ さい。想像力 を働 かせ れ ば きつ とお分 か りい た だ け る こ

とで しょ う。」、「女性 にもつ と活躍せ よ、と言 うのであれば 、そ の負 担

を軽減す るだけでな く、女性 が希望す るな らば、婚 姻後 にお い て も、

生来の氏名 を名乗 ることを許容 し、誇 りと尊厳 を脅 か され るこ とな く、

堂 々 と自分が本名 としたい氏名 を名 乗 つて活躍 でき るよ うに して くだ

さい。 たかが名 前 とい うな らば、た かが名前 の こと くらい 、 なぜ いつ

まで経 って も、選択できるよ うにで きないのですか。Jと 述べ て い る。

ソ 女性 (甲 A388・ 14頁 目左側 5番 目)は 、「先 日大好 き な人 と法
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律婚 を して、 自分 の本来の姓 を失い 、暗 く沈んだ気 持 ちにな っ てい ま

す。結婚 とは喜び に冷れ る事 柄 であ るはず なの に、 同時に 自尊 心 が深

く傷つ き、悲 しくて何度 も泣 きま した。 自分 らしくいきい き と生 き る

ために、本来 の姓 を名乗 りたい です。」と して 、本 来 は喜 び に あふれ る

ことで あるにもかかわ らず、 改氏 に よ り自身 の尊厳 が深 く傷 つ け られ

た と述べ てい る。

夕 男性 (甲 A388・ 3頁左側 3番 目)は 、「人の氏名 は、生 まれ た 時

か らた くさんの人 にその名前 を呼ばれ る ことで、そ の人の人 格 の一 内

容 を形 作 ります。結婚に伴 つ て どち らか一方がその人格権 を強 制 的 に

放棄 させ られ る現在 の法制度 は、上記 の人格権 の蹂躙 に他 な りませ ん。

しか も、圧倒 的多数 の場合 、放棄 させ られ るの は女性 であ り、 これ は

女性に対す る社会か らの差別 的取扱 いにも当た ります。 この よ うな不

合理な制度は、憲法上の幸福追求権や平等権を違法 に侵害す る もので

あることは明 らかで しょう。」、「私は男性です が、人格権 を放棄 した く

ない とい う自然な希望を待つ カ ップル同士の結婚において、各 自の尊

厳が当た り前に尊重 される社会を望みます。尊厳を軽視す る社会 にお

いては、あなたの尊厳もどこかで踏み F間 られ ることで しよ う。」と述べ

ている。

チ 女性 (甲 A388・ 3頁右側 4番 目)は 、婚姻 により自身 が改氏す

ることを余儀なくされたことに関 し、「物心ついた頃か らず つ と『 この

ままの苗字で結婚 したいな』 と思つていました。母 がつけて くれた 自

分の名前は、苗字 と合わせて完成す るよ うな綺麗な名前です。 苗宇 も

名前 もどち らも揃って初めて『 自分の名前』 と認識 できるよ うなそん

な名前で した。」、「生まれた時につけて もらった名前 と、この先 の人生

も共に生きていきたいとい う思い。そ して、その人生を大好 きな人 と

共に生きていきたい とい う思い。その 2つ が両立で きない社会 を とて
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も苦 しく思います。」、「後続の若者たちのためにも、良い世の中になる

ことを願います。」 と述べている。

ツ 埼玉県草加市の 20代女性 (甲 A389・ 31頁 左側 1番 目)は 、

「ジブ リ映画の千 と千尋の神 隠 し、漫画やアニメに もなつてい る夏 目

友人帳 とい う作品にも名前が大きく関わってお りますが、両作 品には

相手の名前を奪って相手を支配す る とい う共通の内容があ ります。名

前はアイデ ンティティであ り、 自分 の生まれた意味である。夫婦 同姓

制度はそれを奪い相手に支配 され る感覚になる。私が陥つてい る感覚

はま さにこれだ と感 じてお ります。」と述べ、名前 を奪 うことは相手 を

支配することであるとして、両者 の関係性を明確に示 している。

テ 東京都の 50代女性 (甲 A391・ 118頁 )は 、「よく『 なぜ為 前

を変えた くなかったのか ?』 と理由を聞かれるわけですけ ど、『 いや、

だって自分の名前 じやない ?』 とい う話で。だいたい質問す る人 も男

性が多かつた りするので、『 あなたが変えてないのと同 じです よ』 と。

『 私に聞かないで くれない ?』 って思 うんです。『 あなたはなんで変 え

なかったんですか ?』 とい う話です よね。変えない ことに理 由はな く

て、む しろ変えたい人に理由があるんだ と思 うんです。同 じ名 字 にな

って『 夫婦になつた』つてい う気持 ちにな りたい とか、例 えば、実家

と関係が悪 くて早 く親 と同じ名字を変えたいつてい う事情 の方 もい ら

っ しゃるわけだ し。もちろん、『変 えたい理由』だつて間かれ る必要は

ない と思っています よ。でも、変えない ことにはもつと理 由なんてな

いで しょうつて思 うんです よね。名前を変えるのって、本来だ った ら

家庭裁判所 とかに行つて理由をいつぱい書いてオ ッケーも らわ なかっ

た ら変えられない ぐらいの大変な話 じやないですか。でも、結婚 だ と

二 日ごとにだつて変えられますか らね。合法的に。」として、氏 を変 え

た くない とい う思いは何か特別なことなのではなく、一般男性 が氏 を
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変 えた くない とい う思い と何 ら変 わ らない 旨述 べてい る。

卜 北海道 の 30代 の女性 (甲 A380)は 、婚姻 前 は、珍 しい名 で あ

つた ことが人間関係 のきつか け とな った り、名 の一部 を用 いた 愛称 で

友人か ら呼ばれてきた ことで 、氏が 自分 自身 のアイ デ ンテ ィテ ィ とな

った ことを以下のよ うに表現 して い る。「そん な豊 かな人 間関係 を築 け

た大学 自体、そのスター トとなる人 との出会い、つ ま り『 は じめま し

て』 のシー ンにおいて、私 の姓 は もはや欠 かせ ない もの とな っ てい ま

した。 自己を形成す る過程で、そ して今 までも『 これが私 なんだ』 と

思えるその『 私』を指す とき、そこには『 姓込みの私の名前』 が必ず

含まれています。」(3枚 目)「 これが揺 らぐことのない『 私』の 出発 点

であ り、姓を変えることは、表記や 呼び方が変わる とい う表面 的な問

題ではなく、もつと深い部分、『 存在の完全否定』を意味す ると言 つて

も過言ではあ りません。それ くらい に、私にとつて『 姓』 は とて も大

切なものなのです。」 (4枚 日)

ナ 岐阜県の女性 (甲 A381)は 、婚姻前の氏が 自分の故郷 に多い珍

しい氏であ り、 自身のルーツ としてアイデンテ ィテ ィを形成 していた

ことを以下のように表現 している。「故郷か ら離れて生活 してい る私 に

とって、…氏は私のルーンを表す ものです。幼い頃か らそ う感 じてお

り、 自分のルーツに愛着を持 つてい ます。」「私 は自分の名前 を変 えた

くあ りませんで した。それは私のル ーツであ り、私 のアイデ ンテ ィテ

ィーそのものです。」 (7・ 8頁 )

2 配 偶 者 間 に おける不 平等 (一方 のみが改氏 を強 い られ 、かう、それ

が 女 性 に偏 つて いる とい う二 重 の 差 別 )

(1)概 要

現行 の夫婦 同氏強制制度 は、一方 は従前か らの氏 を維 持す る こ とが
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できるのに対 して、他方は必ず氏 を失 うため、酉己偶者 間に必 ず不平等

が生ず ることとなる。また、改氏は圧倒的 に女性に偏 つてい るとい う

点において、さらに、夫婦同氏制度は、「婿姻 した ら夫 の氏を名乗 る も

のである」とい う男女不平等の経験則 。価値観を再生産 し、実質的不

平等を慣習 として固定化す る役割 を果た してい るとい う点 にお い て、

女性差別 としての不平等 も生 じている。この ように、現行制度 は、二

重の差別 を生 じさせているもので ある。

これ らの点に関し、陳述書等においては、①いずれか一方 に改氏の

負担 を強いることを避けるため、法律婚 を諦め、若 しくはた め らつて

いるケース、②夫婦間できちん とした話 し合いができないま ま女性 側

が改氏を強い られたケース、③親族か らの圧力により、女性 側 が改 氏

せ ざるを得なかつたケース等がみ られた。

そこで、以下では、上記のケースごとに整理 してその一部 を紹介す

る。

(2)陳述書等の抜粋

ア  法 律 婚 を諦 め又 は た め
'Dつ
てい るケ ー ス

(ア )京都府京都市の 20代 男性 (甲 C2・ 陳述 書 087)は 、パ ー トナ

ー との婚 姻 とい う希 望 を叶 え られ ない ので はない か と大 き な不安 を

抱 えてい る として、「何 よ り幸い のは、女性 の側 が姓 を変 える こ とが圧

倒 的 に一般 的であるがゆえに、二人 の間に不平等 が生 まれて しま うこ

とです。パー トナーは性格の優 しい人なので、『 自分が変 えれ ば済む話

なのではないか』 とい う気持ちを持つ と思います。 もし法律婚 の利益

を享受するために姓を変えたほ うがよい とい うことになれ ば、 これま

での社会的規範をパー トナーが感 じ、 自身が変えることを甘受 す るか

もしれません。私は、その状況に耐 えられ ません。か といつて 、私 自
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身の姓 を『 旧姓』 とす ることにも、言いよ うのない苦痛 を感 じます。

ですので、法律婚 をすれ ば、既 に多 くの方が経験 されている よ うに、

私たちは精神的な負担を、問題が起 こるたびに、あるいは毎 日、強 く

感 じると思います。 こうした状況は、われわれ二人の好みで片付 け ら

れるよ うな問題ではなく、片方が男性であ り、片方が女性であ ること

に起因す る問題に他なりません。この ような状況 を招 く現在 の民法の

規定は、両性の本質的平等 とい う憲法の規定 に反 してい るので はない

か と思わざるを得ません。」、「国民一人ひ とりに認 め られ た結婚 の 自

由が、生まれ育った名前の一部 を捨てず とも認め られ るように なる世

の中になるよう、公正な判決を願 つてやみませ ん。」 と述べ ている。

(イ )愛知県名古屋市の 50代男性 (甲 C2・ 陳述書 180)は 、法律婿

ができていない経緯について、以下のよ うに述べてい る。

「い ざ婚姻をしようとした時に気付いた壁。それ が氏だった。 私 に

も氏があ り、相手 となる人にも氏がある。悩んだ私は、相手 となる人

が氏名で社会的に活動 しているこ とをか ら、 自分 自身の氏を変 えるこ

とを考えて、 自分に名を与えて くれた親に相談 した。 ここで問題 が起

きた。親は大反対。「一所懸命に考えた名前であり、息子が氏 を変 える

ことは考え られない。」と言い、氏を変 えるな ら婚姻に反対す る と言い

切つた。これまで育ててくれた親の反対を押 し切 つてまで婚姻 にこだ

わるべきか、しばらく悩む 日々を過 ごした」が、「しかたな く、私達は

事実婚 を選択することにした。」

「不思議 に思 うことは、夫婦同氏を強制す る民法 は誰のた めの制度

なのかである。婚姻の意思をもつ二人 が 20年 間力を合 わせ て暮 らし

ているが、こうい う二人の形 を守 る制度ではなく、拒否す るた めの制

度になっているのではないか とい うことである。では、なぜ拒 否す る

のか。最高裁の判例 を読む と、家族 とい う一つの集団を構成す る一員
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であることを対外 的に公示 し、識別す る機 能 が、夫婦 同氏 には あ つて 、

それ を守 る必要があつて、そのた めには、夫婦 の氏 ができない もの を、

この制度か ら拒否す ることはやむ を得 ない とい う判断 だ とい う。我 々

は識別 され るために生 きてい るのだ ろ うか。 また 、同氏 の者 だ けで構

成 され ない家族 もた くさんあるが、裁 判所 も立法府 も一般的 な 家族 と

して認 め られていないのだ ろ う。民法 の婚 姻 に関す る規定は、 民 のた

めの制度ではない とい うことなのだ ろ うか。」

「『 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立』とい う憲法第 24条 の規

定に、民法が同氏の要件を加 えて、我 々のよ うに婿姻をできない人 を

生み出 しているのは明 らかである。婚姻が民のための制度で あ ること

を明 らかにするために、司法本来の役割 として憲法による正義 を実現

して くれることを期待 している。」

(ウ )大阪府大阪市の 30代男性 (甲 Cl。 陳述書 027)は 、現在 10

年間交際を続けている女性がいるものの、お互いを深 く尊重 し合 つて

いるがゆえに、婚姻に踏み切れずにいるとして、以下の ように述べて

いる。

「私のパー トナーは、結婚 によつて姓 を変えることに強い抵抗 を持

っています。その理 由は、単なる名前の好みや職場での手続 きの煩雑

さといつた次元のものではあ りません。彼女に とつて『名前』 は、 自

分 自身の歩んできた人生の軌跡であ り、自我 を構成す る大切 な一部で

す。それを制度の都合で変更せ ざるを得ない とい う現状に姑 して、深

い疑問 と痛みを感 じています。私 自身、彼女がそ う感 じるのは 当然だ

と思つています。なぜなら、結婚をす るとい うことは、本来 、互いの

意思 と信頼 に基づいて築 く人生のパー トナーシ ップであるはずだか

らです。にもかかわ らず、い ざ結婚 しようとすれ ば、 どちらか が『 姓

を捨てる』 とい う一方的な負担を背負わされる。 そのこ とに対 して私
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は、彼女に『 我慢 して名字を変 えて くれ』 と言 うことができませ ん。

それは彼女に対する敬意を損な う行為だ と思 うか らです。一方で 、『 そ

れなら自分が姓を変えようか』 と私 が申し出たこともあ ります。 しか

し、彼女は『 自分が嫌なことを、あなたに押 しつけた くない』と して、

それを受け入れようとはしません。私たちは、お互いに相手の尊厳や

気持ちを思いやる関係であ りたい と願つているがゆえに、結婚 におい

て必要 とされ る『姓の統一』 とい う要件の前で、足踏みせ ざるを得 な

い とい う、非常に矛盾 した状況に置かれています。」

(工 )広 島県広島市の 60代女性 (甲 Cl・ 陳述書 049)は 、ペーパー

離婚 をせ ざるを得 なくなつた経緯について、「夫は悩むことな く姓 を

そのまま使つて、いろんな改姓手続 も要 りません。『それ つてす ごく不

平等 じゃない ?』 と夫に当たつて しま うことにもな りま した。」、「改姓

によつて 自分を失 う喪失感 を味わい、不利益を被 っているの は、 日本

国憲法にある『夫婦が同等の権利 を有』し、『 個人の尊厳 と両性 の本質

的平等』に立脚 しているはずの夫婦 の うち、妻の私一人。それ を不平

等 と言わずに何 とい うので しょうか。そ して、 とても大切で大好 きな

ので一緒に生きていきたい と思っている夫に対 して、不平等感 が介在

す ることで思いが減 じて しま うことをとても幸 く感 じま した。不平等

を感 じ、また 日常生活で恩地いづみ として暮 らしていけない不全感 も

日ごとに募 りま した。」と述べてい る。

(オ )東京都多摩地区の 50代 男性 (甲 A389・ 2頁左側 1番 目)は 、

法律婚ができない理由について、以下の ように述べている。

「私は妻の人格に惹かれ、敬意 を払い、生活 を共 にす るよ うにな り

ま したが、妻の姓 もその人格の一部 です。妻 も同様に、私に敬 意 を払

ってお ります。 ところで私の姓は私 の人格 の一部であ り、また上述 し

たキャ リア (原告 ら代理人注 :科学者 )を 示す重要性に鑑み、 これ を
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安易 に変更す ることは受 け入れが たい ものがあ ります。 自分 が 受 忍 し

難い ことを、一体 どうして妻 に強い ることができま しょ うか。 私 はか

よ うなダブル スタンダー ドを、人生 の伴侶 に適用す る ことは 、 とて も

できませ ん。多 くの人は、特 に若 い世代 ほ ど、同 じ思い を抱 い てい る

ことで しょ う。それ にも関わ らず、法律婚 を選択 しない こ とに よる数

多の弊害、例 えば共 同名 義 の資産保 有 や遺産相続 な どの点 に お い て、

法律婚 と同等の権利 を保持できない こ とを避 け るため、やむ を得ず 改

姓 を受 け入れ婚姻す る人 も少 な くない こ とは理解 して います 。 しか し

その結果、 出生時か ら使い続 けてきた名前 の変更 を余儀 な く され 、 自

己喪失感 を味わ う人 もい るで しょ う。 これ は重大 な人格 権 の侵 害 で あ

ると考 えます。『 結婚す るのだか ら、そんな喪失感 も受容せ よ、で な け

れ ば結婚す る資格 な どない』 な どと、何 の関わ り合い もな く、 罪 もな

い他人 に対 して平然 と強要できる者 はい ない と思われ ます。 一方 、夫

婦 の うち改姓 しなかった方 は、その喪失感 を免れ るわ けです か ら、 こ

の時点で既 に、改姓 を 2人 の うち 1人 に強要す る現行 制度 は、 両性 の

平等 の原則 に反 してい ると明言 で きるで しょ う。」

(力 )京都府京都 市の 20代 女性 (甲 A389・ 32頁 左側 2番 目)は 、

もとも とは法律婚 をす る予定であつた男性 と話 し合 つた結 果 、事 実婚

とす ることになった理 由について、以下 の よ うに述べ てい る。

「法律婚 では互いの意思や アイデ ンテ ィテ ィ、社 会的立場 を尊 重 で

きない と考 えての決断で した。」

「パー トナー 自身 にも、自分 も苗字 を変 えた くない とい う気持 ち と、

男 で あ る 自分 が苗 字 を変 えた ら社 会 的 に ど うみ られ るか とい う心配

があ りま した。私 も、それ らの ことを考 えた とき、苗字 を変 え た くな

い とい うのは 自分 のわがままなのではないか、そ のこ とでパ ー トナー

に負担 を強い ることになるので はないか…と悩 みま した。 しか しそれ
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と同時に、夫側 が苗字 を変 える ことへ の偏見 があ る社会 に対 す る疑 問

や不信感 も沸 き起 こ りま した。現行 の法律 では、夫妻 どち らか が必ず

苗字 を変 えなけれ ばな りませ ん。 どち らの姓 に変 えるか を夫 婦 の意 向

によつてのみ決 め られたな ら、まだ制 度 として受 け入れ るこ とが で き

たか もしれ ませ ん。 しか し、現実 には夫側 の姓 を妻 が名 乗 るカ ップル

が多数派です。そ こには、『 夫側 が苗字 を変 えるた めには何 か特 別 な理

由がなけれ ばいけない』 とい う社会的 な意識 が強 くある よ うに感 じま

す。 中には本 当に苗字 にこだわ りのない方 もい らつ しゃ るで しよ うが 、

そ うした意識にかかわ らず、『 苗字 を変 えない ことの特別 な理 由がな

い』場合、現状は妻が夫側の姓に変 えることを受 け入れ ざるを得 な く

なるのです。 もちろん、夫側 には苗字 を名乗 り続 けるこ との特別 な事

情な ど必要あ りません。これには明 らかに慣習が作 り出 した男女の立

場の差が示 されてお り、現代のモラル か らすれば到底平等 とい えるも

のではあ りません。苗字の決定 にこ うした男女の社会的なパ ワーバ ラ

ンスが影響す る (よ うに見 られ る)か らこそ、苗字を変 えた男性 は偏

見の 目にさらされるのではないで しょうか。」

「私は結婚に際 し、苗字を変えた くないことの理 由をあれ これ と捻

りだ したあげく、この労力は単に自分が女であること、その立場の低

さ、権利の乏 しさに起因するものだ と気づき、愕然 としま した。そ う

した思いを抱かせ る社会であって良いわけがない と強 く思います。女

性 も男性 も、全ての人が互いに尊重 しあえる社会 に整 えてほ しい と思

います。」

(キ )愛知県名古屋市の 30代 女性 (甲 A389。 34頁 左側 2番 目)

は、氏のことが原因で婚姻できなくな るのではとい う不安を抱 えて

いるとして、以下のように述べている。

「今まさに結婚を控えている 30代 女性 です。私 自身、 これまで
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親 しん で きた氏 を変 え る気 にな らず (そ の必 要 性 も感 じ られ ませ

ん )、 か といつてパー トナー に改姓 を強要 したい とは思わ ない た め、

それぞれが現在 の姓 を引 き続 き名乗 りたい と考 えて います 。 た だ 、

事実婚 では両親 の理解 が得 られ るかわか らず 、不安 な 日々を過 ご し

ています。 万が一 こ じれた場合 は、結婚 の話 自体 な くな つて しま う

か も しれ ませ ん。 夫婦 で どち らかの姓 を決 め られ る と言 い なが ら、

実際は『 女が姓 を変 えるもの』 との無言の圧力 を感 じるため、 私 が

現在 の姓 を継 続 して使 用 した い と主張す る こ と自体 が我儘 と捉 え

られ るのではないか、 と苦 しんでい ます。 制度 さえ変 われば 、 堂 々

と別姓 を選択できるのに、 と歯痒い 思いです。おそ らく多 くの 男性

はそんな こ と考 えた こともないの で しょ うが、世 の中にはこ うい つ

た『 女性 が じつ と我慢す るもの』 が多す ぎる気 が します。」

イ 夫婦 間で協 がで きないまま女性側 が改氏 を い られ たケー ス

(ア )東京都杉並 区の 60代 女性 (甲 Cl・ 陳述 書 025)は 、 2000

(平成 12)年 に法律婚 を した際に、 自身 は氏 を変 える ことに抵 抗 を

感 じつつ も、改氏せ ざるを得 なかった とし、その 当時 について 、「波 風

を立てた くない私は、姓 を変 えた くない と言い出せ ませ んで した。仕

事 と並行 して結婚の準備 を進 める多忙 な生活 の 中で、相 手 とそ の周 囲

に説 明す るこ と、あるいは説得 す るこ とに多 大な労力が かか る こ とが

容易 に想像 で きま した。その気力 体力 が なか つたのです。」、「今 思 えば 、

姓の変更は『 社会的圧力』によるものでした。一般的に大多数 の男性

は『社会的圧力』に任せていればこんなに悩まず にい られるのです か

ら、子 どもの頃から信 じていた男女平等は、実はまだまだ達成 してい

ないのだ と実感 します。」 と振 り返 つている。

そ して、「ぜひ、この問題 について考 えなくて済んでいる (多 くの場
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合 は男性 の )方々 にも、 自分 がそ の立場 だ った らと考 えてい た だ きた

いです。また、結婚相手の姓 に変 えた い とい う方 が姓 を変 え る こ とに

は大賛成です。ただ、私は 自分 の氏名 を使 い続 けたい。 どち らの気 持

ちも尊重 され る社会 であってほ しいです。 どち らも認 め られ る こ とに

なって も、感 じ方の違 うどち らにも不利益 がある とは思 えませ ん。 個

人 の こ とを社 会 か ら強制 す る こ とに は じゅ うぶ ん慎 重 な社 会 で あつ

てほ しいです。」 と述べてい る。

(イ )愛 知県豊橋 市の 30代 女性 (甲 Cl・ 陳述 書 050)は 、 以下 の よ

うに述べ る。

「子 供 が生 まれ て 出産 で入 院 して る間 に婚姻 届 が 出 され ま した。

夫は何 も悪 くない と思います。周 りか ら、結婚 してない と子 供 が可哀

想だ、男が改姓す るのはおか しい と散 々言 われていた のだか ら。 そ の

常識 に則 つただけです。 私が、我慢 して、涙 をのんで、受 け入 れ ま し

た。 本 当に、 こんなに苦 しいな んて知 りませ んで した。 改姓 して、

初 めてその事務的、精神的な負担 を知 りま した。 実家 も女姉妹 だ けで

皆改姓済 なので先祖代 々の姓 は消滅 しま した。両親 だ けでな く、先祖

との縁 も断ち切 られま した。 この虚無感や苦 しみ は本 当 に改姓 して な

い多 くの人 (特 に男性 )に は伝 わ らないだ ろ うと思います。 だか らこ

そ既婚 女性 の問題 に矮小化 され 、国民 の殆 どは望 んでないだ の 興 味 が

ないだの と言 われて しま う。 この問題 はあ らゆる点で女性差別 とい う

社会構造 の話 に繋が ります。私 は この夫婦 同姓制度 が明治 の家 父長 制

意識 を現代 に温存 してい るこ とこそが問題だ と考 えています 。 根本 に

ある女性蔑視 が、あ らゆる面で女性 の独立や社会 的 自立 を阻 ん でい る

のです。こんな苦 しみ を、私 の娘 の世 代 に絶対 に残 した くあ りませ ん。」

(ウ )大 阪府枚方市 の 50代 女性 (甲 C2・ 陳述書 186)は 、「私 は結 婚

した時、名字 を変 えま した。女性 が変 えるもの と当然思 つてい て、そ
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の時は結婚 した こ とが嬉 しくて何 とも思 い ませ んで した。」、「夫 の態

度 は、結婚 前後 とそ して妊娠 前後、 出産前後 と、 時間 を経つ ご とに、

優 しさにか け、傲慢 な態度 になって きま した。夫 の両親 は家 父 長 制 が

強 く、 ことあるごとにOO家 の人間 、 OO家 の嫁 といい 、夫 と同 じく

時間の経過 とともに強 くな り、上か らで少 しで も意思 をみせ る と激 怒

し生意気 と罵 られ ま した。」、「結婚 す る前 はあん なに優 しか った 夫 も

義両親 も、結婚後 は態度が公 々に変 わ りま した。 それ は なぜ か 原 因 を

考 えま した。原 因は名字 を夫制 に変 えた こ とです 。名字 を変 え るこ と

によつて、 自分達の序列の下 に組み 込 ませ、従わせ る。 家父長 制 が私

を個 の存在 か ら持 ち物へ と変 え させ ま した。名字 は大切 な財 産 なので

す。誰 も犯す ことのできない、本人 の うまれ もつた権利 なので す。 私

は名字 を変 えて、人権 を失いま した。」、「夫 は士業 で仕事 も依 頼 が多 く

一件穏や かで、誰 も家庭では妻 に人格 否定 を して い る とわか りませ ん。

男はエ ライ、女 に名字 を変 え させ た ら従 わせ れ る と勘違 い して 生 きて

る人 は この社会 に普通 にた く さん い る と思 います。」、「私 に は 2人 の

娘がいます。娘た ちは こんな家庭 を見 て、結婚 しない と言 つ て ます。

名字 を変 えた くない し、自分 が変 えないのに相手 が変 えて当然 と思 う

男は人 として信用 な らない と。裁判 所 は、結婚 に伴 って名字 を変 えた

人 た ちの 問題 を単 に不便 とか キ ャ リア の 問題 だ け と考 えない で下 さ

い。 これ は女性 の人権 の問題 で あ り、非婚 化、少 子化 の原 因 の 大 きな

一つ で もあ ります。国民の半分 は女性 です。次世代 の、 これ か らを生

きる女性 たちにこれ以上魂 を生 まれ持 つた権利 を奪 わ ない で 下 さい。」

と述べ てい る。

(工 )北海道 の 30代 の女性 (甲 A380)は 、圧倒的多数 が夫 の氏 を選

択 してい る社会 の状況や、女性 の方 が経済的 に不利 な立場 に あ る こ と

等か ら、夫婦 の氏 について、対等 に議 論 できなか つた状 況 につ い て以
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下のよ うに述べている。

「夫は、 自分の性別や社会の しくみ、生まれた順番が原 因でそ うせ ざ

るをえない状況にあるかのように話 してはいた ものの、結局 は、妻が

改姓す ることが多い とい う社会 の中で、『 妻の方が姓 を変 えて当た り

前』 とい う価値観が夫の中で再生産 されているように見えま した。」

「婚姻により経済的な立場が弱 くなる私 としては、『 納得できない』と

言 うことはできず、 どうしようもな く、やむを得ず、法律婚 に よ り戸

籍上夫の姓に改姓す ることとな りま した。」 (1・ 2枚 目)。

(オ )岐阜県の女性 (甲 A381)は 、勇気 を出 して夫婦の氏 につい ての

話合いを持ちかけたが、全 く取 り合ってもらえなかつたこ とについて、

以下のよ うに述べている。

「2009年 に夫 と結婚をす るこ とにな りました。現在 もそ うですが、

よっぽ どの理 由がない限 り女性 が氏 を変 えて夫 に合 わせ るのが当然

だ とい う無意識の女性差別がかな り残つている社会であるため、私が

氏を変えざるを得ない状況にな りま した。ですので、夫は私 が変 える

のが当然で疑 う余地はない、と考 えて、話 し合 う必要性 自体 を全 く感

じていませんで した。」 (2頁 )

「それでも、私は勇気を出して、『結婚 はしたいけ ど…氏 は捨て た くな

いんだよね。』 と口にしたのですが、夫はむつとして、『 しゃあないや

ろ、そんなん。』とだけ言つて、その場 か ら立ち去ってお しまい になつ

て しまいま した。」 (2頁 )

ウ 錦 族 か 兆の 圧 力 に よ り女 性 イ則が 誇 氏 せ ボる 券得 ′上`かったケ ー ス 等

(ア )東京者1中 野 区の 30代 女性 (甲 Cl・ 陳述 書 018)は 、 以 下 の よ

うに述べ る。

夫 婦 間 で は どち らの氏 にす るか相 談 して決 め る こ とに合 意 してい
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たものの、夫 の母親が 「嫁が改姓 しないなんてわがままだ」 と強 く反

発 し、「夫が義母か らの猛反発 を受 けて憔悴 しきって い る姿 を見 て 、私

は法律 婚 の 際 には必ず 私 が 改姓 す る とい う形 で折れ るこ とにな りま

した。今 で もその時の夫の姿 と、心 を決 めて『 私 が改姓 す るの で い い

よ』 と夫 に伝 えた ときの、社会 の『 常識』 に は抗 えなか つた とい う諦

めの感 覚 と、 自分 を 自分で傷つ けた よ うな感覚 を思い 出す と、 動機 が

して、涙が出そ うにな ります。『 男性 が改姓す る可能性 もあるの だ か ら

男女平等だ』 とい う意見 もあ ります が、男性 が女性の姓 に変 え る可能

性 を検討す る とい う、これか ら夫婦 に なろ うとす る 2人 が同 じス ター

トライ ンに立 つ こ とす らこれ ほ ど困難 だ とい うこ とを知 つて ほ しい

です。」

「仕事 では旧姓 を使用 しています が、仕事で使用 してい る名 前 と戸籍

名 が同一人物 であることを証明 しなけれ ばな らない場 面 もあ り、常 に

旧姓併記 の在籍証明書 を持 ち歩 き、窓 口で怪 訪 な顔 を され なが ら面倒

な説明 を しなけれ ばな らない こ とがあ ります。そ のたび に、夫 が この

よ うな不利益 を被 らない こと、そ して私が女性で ある とい う自分 で は

どうしよ うもできない理 由で これ を強い られ る ことに、苛立 ち を感 じ

ます。J

(イ )東京都 町 田市 の 30代 女性 (甲 Cl・ 陳述 書 036)は 、 10年 交

際 した男性 と法律婚 を したが、その際 に、夫 は 自分の氏 にす る こ とに

賛 同 して くれた ものの、夫の両親 にその意 思 を伝 えると、夫 の母 親 か

らの反対 を受 け、自身が夫 の氏 に変 える ことを余儀 な くされた と して、

以下の よ うに述べている。

「結局夫 の苗字 になることで私 が折れ ま した。理 由 として は、夫 が転

勤 を控 えていて結婚 を早 くした かつた こと (時 間的な余裕 が あれ ば、

もつ と話 し合 い を重ね て か ら結 婚 した と思 います )私 だけが 我 慢 す れ
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ば、みんなか ら祝福 され る幸せ な結 婚 にな ると思 った か らで す。 そ の

決断 をす るまで、なぜ夫婦 どち らかの姓 にす るこ とが法律 で決 め られ

てい るのに女だけ我慢 しなけれ ばな らないのか悔 しい思い と、私 が世

間一般 で言 う “普 通 "の 考 えだ つた らこん な に苦 しま な くて よか つ

たのか と何度 も泣 きま した。」

「私が我慢すれ ばみんなに祝福 され る と思 っていま したが、結 局 は私

が我慢す ることになった ことを私 の両親 は悲 しみ、私 も今 まで 生 きて

きた苗字ではない名前で呼ばれ る度 に、これ は私 じやない と悲 しく悔

しい気持 ちでず つ と生 きています。私 のアイデ ンテ ィテ ィは苗 字 に紐

づいてい るのだ と実感 しま した。」

「選択 的夫婦別姓が導入 されれ ば、選択 肢が一つ増 えるだ けです 。悲

しむ人 が減 ることが悪い ことだ とは絶対 に思い ませ ん。 こ うや つて少

しで も生 きやすい世 の中に早 くなつてほ しいです。」

(ウ )神奈川県川崎市の 30代 女 性 (甲 Cl・ 陳述書 054)は 、婚 姻

す る時 に どち らも改 氏 した くない た め じゃん けん等 で氏 を決 め る

ことに した ところ、「夫の親 は、息子が名前 を変 え るなん て許 さん と

怒 った。」、「縁 を切 る とか、死 ん だ母 さん も許 さんぞ とか訳 の わ か ら

ない こ とまで言い始 めた。」、「なぜ 第 二者 で ある義理 の親 が 私 の名

前 を決 め よ うとす るのか ?誰 のた め の結婚 な のか ?誰 の名 前 な の

か ?な んで 死 んだ第 二者 のお気 持 ち の ほ うが私 の希 望 よ り優 先 さ

れ るのか、嫁 の人権 の低 さに絶望 した。」、「息子や 娘が結婚 で き ない 、

望 まぬ改姓 をせ ざるを得 ない未来 を想像 した ら、選択的夫婦別 姓 は

子供 がかわいそ うな ど とい う考 えには至 らない で しょ う。」、「これ

は不便 とかの問題 の前 に、人権 の問題 であ る。私 たちに も男性 並 み

の人権 を。」 と訴 えてい る。

(工 )他方 で、男性 が氏 を変更 した場合 に親 族 か らの反発 を受 け る こ と
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がある。 60代 の男性 (甲 A384)は 、約 30年 前 に妻 の氏 で婚

姻 を したが、その後の親族か らの反発 につい て以 下の よ うに述 べ て

い る。

「妻 の氏で婚姻届 を出 した後、その こ とを自分の兄に電話で報 告 し

た ところ、兄が両親 に知 らせ た よ うで、その後父 か ら電話が あ り勘

当を言い渡 されま した。『三度 と俺の前 に顔 を見せ るな』とまで言わ

れま した。母か らも『今までにかかつたお金を返せ』等 と言 われま

した。その結果、私 と私の実家側 との関係は完全に破綻 しま した。」

(3頁 )。

このよ うな周囲か らの影響が、夫婦間での 自由かつ対等 な協議 を

困難にさせているのである。

伯)な お、 自己の氏の維持を希望す る女性が 「わがままな女」 とされ

た とす る声 もみ られた。そ うであれ ば、 自己の氏の維持 を希望す る

男性が「わがままな男」と言われないのは、なぜであろ うか。なぜ、

男性は、 自己の氏を維持するのが当然だ と思ってお り、かつ、 それ

が 「わがまま」 と言われることがないのか。 この一点だ けか ら して

も、そこに明確な男女差別があることは、明 らかである。

3 夫婦 同氏 で な けれ ば家族 の 一体 感 が得 られな い とい うことはない

こ と

側)概 要

陳述書 の中では、選択的夫婦別 氏制 度 の懸 念点 として挙 げ られ る こ

とのある「夫婦 。親子の氏が異 な るこ とで家族 の一 体感 が失 われ る」と

の意見 に関 し、別氏 家庭 で の実 際の体験 談 に基づ く記載 も多 く見 られ

た。

別氏 を理 由 として家族 の一 体感 が失 われ る ことはな く、そ の よ うな
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イ属
~見
や価値観 の押 し付 け こそが不 当であ る こと、夫婦が それ ぞ れ の 氏

で生 きることも同 じ氏で生 きる ことも等 しく尊 重 され るべ きで あ る こ

とな ど、外部か らの勝手な想像や 偏見 ではない、当事者 家族 の 本 婆の 思

いが述 べ られてい る。

(2)陳述書等の抜粋

ア 大阪府 吹 田市の 50代 女性 (甲 C2・ 陳述書 163)は 、 夫 の氏 で

婿姻届 を出 した ものの、 旧姓 の通称 使用の不都合 が大 き く、す ぐにペ

ーパー R佳婚 し、子 どもが生まれ た時のみ婚姻 届及 び離婚 届 を提 出 して

生活 している。

そ して、家族 の生活 について、「日常生活 で は、夫婦・親子 が別姓 で

あるこ とによる不都合 を経験 した ことは あ りませ ん。家族仲 は周 りか

ら羨まれ るほ どに良 く、子 どもは幼 い時期 か ら、苗字 十名前 は個 々人

がそれ ぞれ持 つてい るもの、 とい う認 識 で育 っているの でま っ た く違

和感 は無 く、周 囲の子か ら疑 問や指摘 を受 けた経 験 もないそ うです。」

と述べ、「姓が異 な ると絆が弱ま るとい うので あれば、現 状 にお い て 、

婚姻で夫 の姓 に変 えた娘 は、姓 の変 わ らなかった息子 よ りも、 実家 の

親 との絆 が弱いので しょ うか。姓 が異 な ると相続 に問題 がで る とい う

のであれ ば、婚姻 で夫 の姓 に変 えた娘 が親 か らの相続時 に現 状 で も問

題 に直面 してい るので しょ うか。」、「反 対意見 は、根拠 となるデ ー タ を

もつて責任 をもつて示 していただ きたい です。 そ うで ない意 見 は、単

な る個人 の好 み 。感情で しかな く、人 の権利 を制 限す る根拠 に はな り

えませ ん。」 と述べ てい る。

イ 兵庫県神戸市の 40代 男性 (甲 C2・ 陳述書 230)は 、 外 国籍 の

女性 と婚姻 したため、婚姻後 の氏 を選 択す ることができ、お 互 い に 氏

を変 えず に生活 を してい る。
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そ して、「彼女の国 (ヨ ーロッパ)で は、パー トナーの国籍 に関係 な

く、入籍後の姓は自由で、 1)男 性/女性側の姓 に変更す るケース、

2)男 性/女性側の姓を加 えるケース (2重 の姓を持つ )、 3)特 に変

更せず、の 3パ ターンがあつて、この どれかの選択肢がマジ ョリテ イ

ーで社会的に要請 されているとい う雰 囲気があるわけではあ りませ ん。

国際結婚に限 らず、同じ国籍同士であって も個々人をよ り尊重 しあ う、

多様な生き方が今後ますます進 んでい くなかで、 日本国籍同士のカ ッ

プルの場合は どちらかの姓に統一 しなければいけない とい うルール に

メリッ トはもはやないのではないで しょ うか ?」 と述べている。

ウ 東京都練馬 区の 50代女性 (甲 A389・ 12頁 、 1番 目)は 、婿

姻時に夫の氏に改氏 したが、子 どもの小学校入学を機に、旧姓 を戸籍

名 として使用 し続けるためにペーパー離婚をした。

夫婦別氏 と子 どもとの関係について は、「よく夫婦別姓 だ と子 ども

がかわいそ うと言われますが、 うちの子 どもたちはその不利益 を感 じ

たことがない と言います。また子 どもの友達には『表札 が二つ あって

かっこいい』『 うちのママにも旧姓を名乗つて と言つた』などと言 われ

るくらい、そ うい う家族 もあるよね、 とい う受け とめで した。 娘 の結

婚式で、当日配 られた席次表に高阪姓 で掲載 されていたのに少 し驚 き

ま した。娘の夫の親族にどのよ うに思われただろ うかと心配 したので

すが、娘には『 お母 さんの姓は高阪だか ら』 と、娘の夫 には『 親族 に

どう思われるかなんて関係ないです。何 も思わないです よ』と言 われ、

とても嬉 しかったです。」 と述べている。

工  30代 女性 (甲 A389・ 14頁 、 1番 目)は 、外 国籍の男性 と婚

姻 したため、氏を変えずに済んだことが本当に良かつた と述べてい る。

そ して、「姓が違 うと家族の絆が壊れ る、とい う意見があるよ うだが、

全 くナ ンセンス。夫の国では親子で同 じ姓の人は誰 もいない に もかか
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わらず家族仲は良い。姓 と家族の連帯には何 ら関係がない。 ま してや

他人の家庭の形なのだか ら反対する意味が分か らない。」 と述べ てい

る。

オ 神奈川県横浜市の女性 (甲 C3・ 陳述書 242)は 、 自身の 両親 の

氏が違 う家庭で育ったが、「混乱 した事な ど、一度た りともあ りませ ん。

巷ではかわいそ う、等の声があ りますが、『 かわいそ うな状態』に させ

るのは、 日本の社会ではないだろ うか。 うちは、仲の良い普通 の家庭

です。夫婦別姓だ と子供がかわいそ う、等の意見があるが、 当事者 と

して発言 したいです。両親の愛情を受 けて育 ち、私は幸せ者 だ と思 つ

ている。」、「ちなみに、70代 の両親は今 でも仲が良 く、互いに尊重 し、

助け合っています。」「通称を推奨す るなら、政府 として、なぜ男性 に

改正 しま しょう、と働きかけて くれ ないのですか ?選 択的夫婦別姓 を

女性の (わ がままのような)問題 にす り替えないでほしい。」と述べ て

いる。

力 香川県高松市の 10代女性 (甲 C2・ 陳述書 192)は 、別氏 家庭

で、母 とは違 う氏で育った者 として、次 のように述べてい る。

「生まれた時か ら別姓家庭で育 ってきた子供 は全 く可哀想 ではな

い とい うことです。同姓家庭で育 ってきた方た ちが、家族が別姓 にな

るのは嫌だ と思 うのは、当然のことだ と思います。考えるべきは、 “同

姓家庭 の子供 は家族 が別姓であるこ とを ど う感 じるか "で はな く、

“別姓家庭の子供は家族が別姓であることをどう感 じるか"、  “家族

が同姓になることを望むか どうか "です。私は『望まない』 と答 えま

す し、ほとん どの別姓家庭の子供 も、同 じよ うに答 える と思い ます。

同姓家庭の子供が、家族が別姓になるのが嫌だ と思 うの と同 じよ うに、

別姓家庭の子供 も、家族が同姓になることには違和感 を覚え る と思 い

ます。私が知っているのは、私 とは姓が違 う母 であつて、私 と姓 が 同
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じ母ではないのです。」、「私の母 は望まない改姓により、これ まで苦 し

んできま した。知 らない人の勝手な想像によつて、 自分 を盾 に され、

制度改正を夕方げ られるのは、それ こそ、私 にとつて苦 しく悲 しい こ と

です。どうか、一亥1も 早 く制度改正 が叶いますよ う、願 つてお ります。」

キ 東京都小金井市の 60代男性 (甲 Cl・ 陳述書 056)は 、「ふ た り

で幸せな生活 を築 くために結婚 しよ うとしてい るのに、最初 か ら片方

は姓を『 変えた』 ことにより、もう片方は姓を『 変えさせた』 ことに

より、ふた りとも悲 しい思いを抱 えて出発す るなどとい うこ とは した

くあ りませんで した。」、「結婚生活 も 40年 弱にな りま したが、姓が違

うか らといつてわたしたちの仲が悪 くなるわけではな く、そ もそ も結

婚す るまえに付 き合 つていた時 も別姓 だつたわけだか ら当た り前の

話ですが、お互いの気持ちを尊重 し、時にはお互いに真剣だか らこそ

の意見のぶつか り合いも経験 しつつ、ここまで幸せ に暮 らして きま し

た。別姓反封論者がい う『 家族の一体性の喪失』な どとい うこ とはま

ったくあ りません。想像でものを言 うのはやめて欲 しい と思 います。

かえって、お互いの姓を維持 し、相 手の姓 を大切 に思 う気持 ち、お互

いを尊重す る気持ちを持ちつつ暮 らしてきたことで、お互いに相手 を

尊重す る気持 ちを忘れず に結婚 生活 を して これたのだ とす ら感 じま

す。 もし、 どち らかが姓を変えていた ら、こ うした ことは起 こ らなか

つたかもしれません。」 と述べてい る。

第 3 ま とめ

以上の とお り、氏名 に関す る人格 的利益 は重要 な法的利益 で あ るが 本

件 各 規 定 は夫 婦 のいず れ 一 方 にか か る人格 権 の侵 害 を強 い る ものであ

るこ と (第 2の 1)、 それ によつて婚姻 を諦 めた りため らつた りす る 自体

も多 く生 じた り (第 2の 2121ア )、 夫婦 の氏につ いて夫婦間で 自由か つ 対
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等 な議論 がで きず に女 性 ばか りが そ の負 担 を強 い られ てい る とい う女

性差別的 な意識・慣習 も根強 く残 つてい ること (第 2の 2121イ 及 び ウ )、

一方で、夫婦 同氏でなけれ ば家族 の一体感 が得 られ ない とい うこ とは な

く、夫婦 同氏 を強制 しなけれ ばな らない必要性 もない こ と (第 2の 3)

が、多数 の当事者 の声か らも裏付 け られ る。 この よ うに本件 各規 定 に よ

つて様々な困難 に直面 してい るか らこそ 、選 択的夫婦別 氏制度 が 、何 十

年 も前か ら、地域や世代や男女 の別 を超 えて 、切望 され続 けて い る もの

で ある。

その真摯 な声 に、その一つ一 つ の人生 に、ぜ ひ触れ ていた だ き た い。

そ して、一人一人 に正面か ら向き合い、 その問いに答 えて ほ しい。

本来は何 の関係 もない、個人 の名前 と婚姻 が 、なぜ結 びつ け られ て い

るのか。 その歴 史や背景 に、今 も合理性 が ある と認 め られ るのか。

個人の氏 を国家 が強制的に奪 うこ とは、個人 の尊厳 を傷付 け る もの で

はないのか。

婚姻に際 し、片方は必ず氏を維持できるが、片方は必ず失わ なけれ ば

な らない とすることに、配偶者間の平等 はあるのか。

女性は、女性に生まれた とい うことだけで、婚姻に際 し氏を維持す る

ことが著 しく困難な現状に、男女 間の平等があるとい えるのか。

婚姻 とい う重大な局面において、「同氏にな りたい (な るべきだ )」 と

い う価値観 と、「それぞれの氏を維持 したい」とい う価値観のいずれ もが

ある中で、両者が平等に尊重 されているのか。

憲法は、個人が多様な幸福を追求することのできる制度的な仕 組み を

求めている。民法 もまた、憲法の もとにあるのである。

以上
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